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社会福祉法人大垣市社会福祉事業団役員及び評議員報酬及び費用弁償規程 
 
（目的） 
第１条  この規程は、社会福祉法人大垣市社会福祉事業団（以下「事業団」という。）

の役員及び評議員に対する報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的

とする。 
 
（定義） 
第２条  本規程でいう役員及び評議員とは、理事、監事及び評議員をいう。 
 
（報酬） 
第３条  役員及び評議員が、理事会或いは評議員会に出席したとき、理事会或いは評議

員会以外の日において、事業団及び施設の運営のための業務にあたった場合は報酬を

支給する。 
２  理事及び評議員が、定款第３０条第２項、定款第１４条第４項の規定により、理事

会及び評議員会の議決を行った場合においても、理事及び評議員の責務を果たしたと

みなし報酬を支給する。 
３  役員及び評議員が、理事会或いは評議員会に出席し、同日において第１項に規定す

る業務にあたった場合は、業務に係る報酬は支給しない。 
４  前第１項～第３項に規定する報酬は、本規程第７条に規定する常務理事の報酬を基

準とし、その１時間当たりの給与額（社会福祉法人大垣市社会福祉事業団職員給与規

則（以下「給与規則」という。）第４０条により算定された金額）を算定の基礎とし、

日額３，０００円とする。 
 
（費用弁償） 
第４条  役員及び評議員が、前条第１項に規定する日において業務を行った場合は、役

員の居住地から計算し、社会福祉法人大垣市社会福祉事業団旅費規程（以下「旅費規

程」という。）に準じ費用弁償として旅費を支給する。 
 
（支給日） 
第５条  第３条及び第４条に規定する報酬及び費用弁償の支給日は、業務を行った日と

する。 
 
（適用除外） 
第６条  事業団施設の職員及び大垣市役所職員を兼務する役員（常務理事を含む。）及

び評議員は、この規程を適用しない。 
 
（理事長の報酬） 
第７条  理事長については第３条～第６条の規定に関わらず、第３条第４項を算定の基

礎とし、業務内容及び勤務形態に応じた、月額１０，０００円を支給する。支給日は、

毎月２０日（金融機関が休日の場合は、２０日前の最も近い営業日）とする。 



但し、費用弁償については、理事会或いは評議員会に出席したとき、理事会或いは

評議員会以外の日において、事業団及び施設の運営のための業務にあたった場合は、

第４条を算定の基礎とし、その都度支給する。 
 
（常務理事の報酬） 
第８条  常務理事については第３条～第６条までの規定に関わらず、社会福祉法人大垣

市社会福祉事業団職員就業規則第３条第４項の再雇用職員として位置づけ、給与規則

及び旅費規程により報酬及び費用弁償として旅費を支給する。 
（公表） 
第９条 事業団は、この規程をもって、社会福祉法５９条の２第１項第２号に定める報

酬等の支給の基準として公表するものとする。 
 
（改正） 
第１０条  本規程の改正は、評議員会の決議を経なければならない。 
   

附  則 
この訓令は、平成２年４月１日から施行する。 
    附  則 
この訓令は、平成３年４月１日から施行する。 
    附  則 
この規程は、平成２０年３月２７日から施行する。 

附  則 
１  この規程は、平成２２年３月２３日から施行する。 
２  評議員にかかる事項については、前項に関わらず定款施行日の平成２２年４月１日

から効力を有するものとする。 
附  則 

この規程は、平成２９年６月１５日から施行する。 
  附 則 
この規程は、令和元年７月１日から施行する。 


